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⼀ 関 信 ⽤ ⾦ 庫 

「⼿形・⼩切⼿の全⾯的な電⼦化」に向けた対応について

平素は⼀関信⽤⾦庫をご利⽤いただきまして誠にありがとうございます。 
当⾦庫では、政府・産業界・⾦融界が⼀丸となって取り組んでいる「⼿形・⼩切⼿の全⾯的な

電⼦化」に向けた対応として、下記のとおり取組を⾏うことといたしましたのでお知らせします。 

記

１．当座預⾦の新規⼝座開設の受付停⽌
当座預⾦（専⽤約束⼿形⼝（マル専）も含みます。）の新規⼝座開設の受付を停⽌し

ます。実施⽇以降は、決済⽤普通預⾦等をご利⽤いただきますようお願いいたします。
なお、既に当座預⾦をご利⽤中のお客さまは、引き続きご利⽤いただけます。

２．令和９年４⽉以降を期⽇または振出⽇とする⼿形・⼩切⼿の代⾦取⽴ての受付停⽌
該当する⼿形または⼩切⼿をお持ちのお客さまにつきましては、お取引店までご相談いただきま

すようお願いいたします。

３．払戻請求書による当座預⾦出⾦の取扱いの開始
当⾦庫所定の払戻請求書による払戻しの取扱いを開始いたします。ただし、⼩切⼿と同様に

⼝座開設店でのお取引に限ります。
なお、⼩切⼿での払戻しにつきましても引き続きご利⽤いただけます。また、本取扱いの開始に

伴い、別紙のとおり、当座勘定規定（⼀般⽤）を改定いたします。

４．実施⽇および改定⽇ 令和６年１０⽉１⽇（⽕）

以上

＜本件に係るお問合せ先＞ 
⼀関信⽤⾦庫 事務部事務管理課 
電話 0191－23－6111（代表） 

※当⾦庫本⽀店窓⼝でもお受けいたします。 



（別紙） 
 

当座勘定規定（⼀般⽤） 

改定後 改定前 

第８条 ⼿形、⼩切⼿の⽀払等 

１．〜２．（略） 

３．当座勘定の払戻しの場合には、⼩切⼿ま

たは当⾦庫所定の払戻請求書を使⽤してくだ

さい。 

４．前項の払戻しに払戻請求書を使⽤する場

合には、当⾦庫所定の本⼈確認書類の提⽰

等を求めることがあります。求められた本⼈確

認書類の提⽰等がない場合は、取引を⾏うこ

とができません。 

 

第８条 ⼿形、⼩切⼿の⽀払 

１．〜２．（略） 

３．当座勘定の払戻しの場合には、⼩切⼿を

使⽤してください。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

第１８条 印鑑照合等 

１．⼿形、⼩切⼿、払戻請求書または諸届け

書類に使⽤された印影または署名（電磁的

記録により当⾦庫に画像として送信されるもの

を含みます。）を、届出の印鑑（または記名

判）と相当の注意をもって照合し、相違ない

ものと認めて取扱いましたうえは、その⼿形、⼩

切⼿、払戻請求書、諸届け書類につき、偽

造、変造その他の事故があっても、そのために

⽣じた損害については、当⾦庫は責任を負い

ません。 

２．〜３．（略） 

 

第１８条 印鑑照合等 

１．⼿形、⼩切⼿もしくは諸届け書類に使⽤さ

れた印影または署名（電磁的記録により当

⾦庫に画像として送信されるものを含みま

す。）を、届出の印鑑（または記名判）と相

当の注意をもって照合し、相違ないものと認め

て取扱いましたうえは、その⼿形、⼩切⼿、諸

届け書類につき、偽造、変造その他の事故が

あっても、そのために⽣じた損害については、当

⾦庫は責任を負いません。 

 

２．〜３．（略） 

 

 


